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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図２のＡｇ、ＳｎおよびＢｉの三元組成図において、点Ａ（５．５ｗｔ％Ａｇ、２９．
５ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｂ（３．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗ
ｔ％Ｂｉ）、点Ｃ（２．０ｗｔ％Ａｇ、８．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）および点Ｄ
（３．０ｗｔ％Ａｇ、３２ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ直線で囲まれた領
域にある組成の合金からなることを特徴とするはんだ材料。
【請求項２】
　Ｂｉの含有量が８０ｗｔ％以下である請求項１記載のはんだ材料。
【請求項３】
　表面に導体を有する基板、および端子部が請求項１または２記載のはんだ材料により前
記基板の導体に接合された電子部品を具備するはんだ付け物品。
【請求項４】
　図２のＡｇ、ＳｎおよびＢｉの三元組成図において、点Ａ（５．５ｗｔ％Ａｇ、２９．
５ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｂ（３．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗ
ｔ％Ｂｉ）、点Ｅ（５．５ｗｔ％Ａｇ、４．５ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）、および点
Ｆ（１２ｗｔ％Ａｇ、２３ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ直線で囲まれた領
域にある組成の合金からなることを特徴とするはんだ材料。
【請求項５】
　Ｂｉの含有量が８０ｗｔ％以下である請求項４記載のはんだ材料。
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【請求項６】
　表面に導体を有する基板、および端子部が請求項４または５記載のはんだ材料により前
記基板の導体に接合された電子部品を具備するはんだ付け物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体に対して有害である鉛（Ｐｂ）を含まない高温はんだ材料、およびその
はんだ材料を用いたはんだ付け物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品の実装等に用いられる従来のはんだは、錫（Ｓｎ）とＰｂとによる共晶はんだ
で、その共晶点が１８３℃であり、多くの熱硬化性樹脂がガス化を始める温度よりも低い
。このため、Ｓｎ－Ｐｂ共晶はんだは、部品のプリント基板等への接合に用いられた時に
、プリント基板等を熱によって損傷しないという特徴を有している。したがって、Ｓｎ－
Ｐｂ共晶はんだは、電子機器の製造における部品の接合、組立てにおいて重要な材料であ
る。
【０００３】
　一方で携帯電話で用いられるパワーアンプモジュール等の高周波を扱う実装部品では、
図５に示すように、モジュール部品の内部において、モジュール基板１０の導体と電子部
品１２の端子部との接合にはんだ材料１３が用いられている。このようにして作製された
モジュール部品は、図６のように、マザー基板１４に実装される。このモジュール部品を
マザー基板１４に実装する際に、モジュール部品の内部のはんだ材料１３が溶融して形状
が変化すると、高周波特性が変化する。このため、モジュール部品をマザー基板へ実装す
る時に溶融しないように、モジュール部品では、溶融温度２５０～３００℃の高温はんだ
材料、例えばＰｂ－４０ｗｔ％Ｓｎ等、が使用されている。
【０００４】
　また、パワートランジスタ等の高電圧、高電流が負荷され、大きな発熱を伴う半導体実
装部品では、図７および図８に示すような部品の内部において、フラットリード２１とシ
リコンチップ２２との接合に、溶融温度３００～３５０℃の高温はんだ２３、例えばＰｂ
－５ｗｔ％Ｓｎ等、が使用されている。これによって、接合の耐熱性が確保されている。
【０００５】
　近年、地球環境保護の観点から廃棄物による環境問題への関心が高まり、はんだ材料に
おいても、廃棄された電子機器等からＰｂが土壌に溶出することが懸念されている。これ
を解決するために、Ｐｂを含まないはんだ材料が必要とされている。そのなかで、溶融温
度２００～２５０℃のＳｎ－Ｐｂはんだ材料に代わる材料としては、Ｓｎ－Ａｇ系、およ
びＳｎ－Ｃｕ系のはんだなど、Ｐｂを含まないはんだ材料の実用化が進んでいる。
【０００６】
　一方で、高い耐熱性が求められる高温はんだ材料については、代替材料が見当たらず、
実用化には程遠いのが現状である。溶融温度２５０～３００℃を実現する高温はんだ材料
としては、ビスマス（Ｂｉ）を９０ｗｔ％以上含有するものが提案されている。例えば、
Ｂｉからなる９０ｗｔ％以上の第１の金属元素と、９０重量部以上の第１金属元素と９．
９重量部以下で二元共晶し得る第２金属元素と、さらに合計０．１～３．０ｗｔ％の第３
金属元素とを含有するはんだである（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－３５３５９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来の高温はんだ材料は、ガラスのような脆い基板上に形成された導体にはん
だ付けするためのものであり、凝固時の応力緩和を目的として、多量のＢｉを含有してい
る。Ｂｉは耐衝撃性に劣るため、これを多量に含有していると接合の信頼性が十分ではな
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い。
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、２５０～３５０℃の高温域でのはんだ付
けが可能で、しかも信頼性に優れた接合部を与える、無鉛の高温はんだ材料を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の高温はんだ材料は、図２のＡｇ、ＳｎおよびＢｉ
の三元組成図において、点Ａ（５．５ｗｔ％Ａｇ、２９．５ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ
）、点Ｂ（３．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｃ（２．０ｗｔ
％Ａｇ、８．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）および点Ｄ（３．０ｗｔ％Ａｇ、３２ｗｔ
％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ直線で囲まれた領域にある組成の合金からなるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明は、また、図２のＡｇ、ＳｎおよびＢｉの三元組成図において、点Ａ（５．５ｗ
ｔ％Ａｇ、２９．５ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｂ（３．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗ
ｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｅ（５．５ｗｔ％Ａｇ、４．５ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％
Ｂｉ）、および点Ｆ（１２ｗｔ％Ａｇ、２３ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ
直線で囲まれた領域にある組成の合金からなることを特徴とするはんだ材料を提供する。
【００１０】
　さらに、本発明は、表面に導体を有する基板、および端子部が前記のはんだ材料により
前記基板の導体に接合された電子部品を具備するはんだ付け物品を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、Ｂｉ、ＡｇおよびＳｎを基本組成とし、融点２５０～３５０℃の高温
はんだ材料を提供することが可能となる。本発明のはんだ材料を各種の電気・電子機器に
適用すると、従来のマザー基板上のみならず、モジュール部品、さらには電子部品の内部
まで無鉛化することが可能となるので、電気・電子機器の完全な無鉛化を実現することが
できる。そのため、世界的な広がりを見せている鉛を対象とした法規制の制約を受けるこ
となく、地球環境に対する負荷の小さい電気・電子機器を生産することが可能となる。
                                                                              
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明のはんだ材料について説明する。
　はんだ材料の合金を設計する際に留意しなければならない項目の１つに、使用する金属
の価格の問題がある。家庭用の電気・電子機器は安価に生産することが求められるため、
はんだ材料についても価格を考慮する必要がある。２元系状態図を調べることにより、溶
融温度２５０～３５０℃を実現する合金組成を見つけることはできる。しかし、その多く
は高価な金属を構成元素としている。安価な金属による合金としては、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ
－Ｃｕ、Ｂｉ－Ａｇ等を挙げることができる。
【００１３】
　一方で、はんだ材料は、被接合材を接合するという本来の目的から、被接合材との間で
金属間化合物を形成し、さらに十分な接合信頼性を保つ必要がある。回路基板における被
接合材は主にＣｕであり、はんだ材料にＳｎを含有していれば、Ｓｎ／Ｃｕの金属間化合
物を形成させることが可能である。また、はんだ付けする際の被接合材に対する、ぬれ拡
がり性を向上させて十分な接合信頼性を得るために、Ａｇ、Ｂｉ、Ｉｎ等の元素を含有さ
せることも効果的である。
【００１４】
　このような観点から、本発明のはんだ材料はＢｉ－Ａｇの二元系はんだにＳｎを添加し
た三元系としている。このＢｉ－Ａｇ－Ｓｎの三元系はんだについて、主として融点およ
び接合の信頼性に関する評価に基づいて、上記の組成範囲を規定した。信頼性に関して説
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適当である。また、Ｂｉ含量が６５ｗｔ％より少なくなると、ぬれ拡がり性が悪化し接合
作業に支障を来す。
　以下、具体的な実施例に基づいて本発明を詳細に説明する。
【００１５】
実施の形態１
　図２は、本発明のはんだの組成範囲を示す図であり、本実施の形態におけるはんだ材料
は、図２中点Ａ（５．５ｗｔ％Ａｇ、２９．５ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｂ（３
．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｃ（２．０ｗｔ％Ａｇ、８．
０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）および点Ｄ（３．０ｗｔ％Ａｇ、３２ｗｔ％Ｓｎ、６５
ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ直線で囲まれた領域にある組成の合金からなる。
【００１６】
　上記のはんだの組成範囲は、Ｂｉ－Ａｇ－Ｓｎの三元状態図に基づいて決定している。
図１は、各種組成のはんだ材料を試作して液相線温度を測定したデータに基づいて作成し
た３元状態図であり、図２は図１の右下の部分の拡大図である。図２において、点ＡとＢ
を結ぶ直線は、３００℃の液相線の上にほぼ載るように設定しており、液相線温度３００
℃を示している。また、点ＣとＤを結ぶ直線は、２５０℃の液相線の上にほぼ載るように
設定しており、液相線温度２５０℃を示している。
【００１７】
　次に、本発明の実施例および比較例のはんだについて、各種の特性を測定した結果を説
明する。ここに用いたはんだの組成を表１に示す。また、図２の組成図に実施例のはんだ
の位置を白丸および番号にて示している。実施例１のはんだは、点Ｂに位置する。比較例
のはんだは黒丸および番号にて示している。特性については、表２に示す。
【００１８】
【表１】

【００１９】
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【表２】

【００２０】
　これらのはんだについて、示差走査熱量計によって液相線温度を測定した。その結果、
実施例１～３のはんだは、融点が２５０～３００℃の範囲に入っていることが確認された
。比較例１および２のはんだは、融点が２５０～３００℃の範囲に入っていない。
【００２１】
　次に、はんだによる接合の信頼性の評価を実施した結果について述べる。ここでは代表
的な信頼性試験方法として、熱衝撃（ヒートショック）試験と高温保存試験を実施した。
ヒートショック試験は、被試験物を高温と低温の試験環境に交互にさらして、膨張と収縮
の熱ストレスを加えることにより、接合の信頼性を評価するものである。高温保存試験は
、被試験物を高温にさらして、金属組織の変化を加速することにより、信頼性を評価する
ものである。両試験とも接合強度が４Ｎを超えることが試験の合格基準である。
【００２２】
　ヒートショック試験は、液相式で低温（－４０℃）で５分間保持し、次いで高温（１２
０℃）で５分間保持する操作を１サイクルとして、計３００サイクル繰り返した後に接合
強度を測定するものである。被試験物には、厚さ１．２ｍｍのセラミック製基板にそれぞ
れのはんだにより１００５サイズのチップコンデンサを接合したものを用いた。はんだ材
料による接合に際しては、基板にあらかじめクリームはんだを１２０μｍの厚さに印刷し
、そこにチップコンデンサを搭載し、それぞれリフローピーク温度をはんだ材料の融点よ
り約１０℃高い温度に設定されたリフロー装置によって加熱し、はんだ付けした。前記の
ヒートサイクルを繰り返した後のチップコンデンサの側面に、幅１ｍｍのプローブを５０
ｍｍ／分の速度で押し付け、チップコンデンサが剥離する際の最大応力を測定した。
【００２３】
　図３は、実施例のはんだ３種類と、比較例３のはんだについて、接合強度とはんだのＢ
ｉ含量との関係を示したものである。この結果からＢｉ含量が９０ｗｔ％を超えると、接
合強度が４Ｎ程度に低下して信頼性が低くなることがわかる。
【００２４】
　高温保存試験では、前記と同様の被試験物を１５０℃で５００時間保持した後に、ヒー
トショック試験と同様にしてチップコンデンサの接合強度を測定した。図４は、実施例の
はんだ３種類と、比較例３のはんだについて、接合強度とはんだのＢｉ含量との関係を示
した。Ｂｉ含量が９０ｗｔ％を超えると、ヒートショック試験と同様に接合強度が低下し
て信頼性が低くなることがわかる。
【００２５】
　耐衝撃性は、１００５サイズのチップコンデンサを接合したセラミック製基板を１２０
ｃｍの高さからラワン材の上に落下させる試験を１２回繰り返し、はんだ接合部が破壊し
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　はんだのぬれ拡がり性は、ＪＩＳ　Ｚ　３２８４の付属書１０の「濡れ性およびディウ
エッティング試験」に基づく試験で、はんだ材料の融点より１０℃高い温度におけるぬれ
拡がり性が８５％を超えたものを良、８５％に至らないものを不可とした。
【００２６】
　以上のように、本実施の形態によれば、ＢｉとＡｇとＳｎとを基本組成とするはんだ材
料により、有害な鉛を含むことなく、融点２５０～３００℃の高温はんだ材料の作製が可
能となる。上記においては、Ｂｉの含量を９０重量％以下としたが、信頼性をさらに向上
させるには、Ｂｉの含量を８０重量％以下とするのがよい。
【００２７】
　図５は、本実施の形態によるはんだを用いた接合構造体の例として、モジュール部品を
示す。電子部品１２は、その端子部が、本発明の高温はんだ材料１３によってモジュール
基板１０の導体部分に電気的および機械的に接合されている。このようにして作製された
モジュール部品は、別工程で端子部１１がマザー基板１４の導体部分に接続することによ
り実装され、電気・電子機器となる。その際に、モジュール部品内部のはんだ材料１３が
溶融して形状が変化すると高周波特性が変化する。本実施の形態による高温はんだは、融
点２５０～３００℃であるから、前記のモジュール基板をマザー基板へ実装する際の温度
で溶融しない。
【００２８】
実施の形態２
　本実施の形態におけるはんだ材料は、図２中点Ａ（５．５ｗｔ％Ａｇ、２９．５ｗｔ％
Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）、点Ｂ（３．０ｗｔ％Ａｇ、７．０ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ
）、点Ｅ（５．５ｗｔ％Ａｇ、４．５ｗｔ％Ｓｎ、９０ｗｔ％Ｂｉ）、および点Ｆ（１２
ｗｔ％Ａｇ、２３ｗｔ％Ｓｎ、６５ｗｔ％Ｂｉ）の４点を結ぶ直線で囲まれた領域にある
組成の合金からなる。
　図２において、点ＥとＦを結ぶ線は、３５０℃の液相線の上にほぼ載るように設定して
おり、液相線温度３５０℃を示している。
【００２９】
　実施例および比較例のはんだについて、各種の特性を測定した結果を説明する。ここに
用いたはんだの組成を表３に示す。また、図２の組成図に実施例のはんだの位置を白丸お
よび番号にて示している。比較例のはんだは黒丸および番号にて示している。特性につい
ては、表４に示す。
【００３０】
【表３】

【００３１】
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【表４】

【００３２】
　これらのはんだについて、示差走査熱量計によって液相線温度を測定した。その結果、
実施例４～６のはんだは、融点が３００～３５０℃の範囲に入っていることが確認された
。比較例４のはんだは、融点が３００～３５０℃の範囲に入っていない。
【００３３】
　次に、実施の形態１と同様に、ヒートショック試験と高温保存試験を実施した。その結
果、比較例５のようにＢｉ含量が９０ｗｔ％を超えると、接合強度が４Ｎ程度以下に低下
して信頼性が低くなることがわかった。また、比較例６のようにＢｉ含量が６５ｗｔ％よ
り少なくなると、はんだのぬれ拡がり性において所望の特性が得られない。
　耐衝撃性およびはんだのぬれ拡がり性についての試験は、実施の形態１と同様の条件で
実施した。
【００３４】
　なお、本実施の形態において、Ｂｉの含量を９０ｗｔ％以下としたが、接合の信頼性を
さらに向上させるためには、Ｂｉの含量を８０ｗｔ％以下とするのがよい。
【００３５】
　図７は、本実施の形態によるはんだを用いた接合構造体の例として、パワートランジス
タ等の高電圧、高電流が負荷され大きな発熱を伴う半導体実装部品を示す。ただし、図７
では、樹脂パッケージを省略して示している。この半導体実装部品は、その内部において
、パワートランジスタ２０のフラットリード２１が、本発明の高温はんだ材料２３によっ
てシリコンチップ２２と接合された構造体となっている。これに樹脂パッケージ２４が施
されたパワートランジスタ２０は、図８に示すように、別工程でフラットリード２１がマ
ザー基板２５の導体部分に接合されて実装され、電気・電子機器となる。本実施の形態に
よる高温はんだを用いると、このパワートランジスタをマザー基板に実装する際の温度で
は、内部のはんだ材料２３は溶融しない。従って、パワートランジスタの実装に際して内
部のはんだの溶融による電気的接合の破断を生じることがない。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、ＢｉとＡｇとＳｎとを基本組成とし、不可避不純物を除いて有害なＰｂを含
むことなく、融点２５０～３５０℃の高温はんだ材料を提供する。このはんだ材料を各種
の電気・電子機器に適用すると、従来のマザー基板上のみならず、モジュール部品、さら
には電子部品の内部まで無鉛化することになり、電気・電子機器の完全な無鉛化を実現す
ることができる。そのため、世界的な広がりを見せている鉛を対象とした法規制の制約を
受けることなく、地球環境に対する負荷の小さい電気・電子機器を生産することが可能と
なる。
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【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】Ａｇ、ＳｎおよびＢｉの三元合金の状態図を示す。
【図２】本発明によるはんだ材料の組成を示す図である。
【図３】本発明の実施例におけるはんだにより接合した部品の熱衝撃試験後の接合強度と
はんだのＢｉ含量との関係を示す図である。
【図４】本発明の実施例におけるはんだにより接合した部品の高温保存試験後の接合強度
とはんだのＢｉ含量との関係を示す図である。
【図５】本発明のはんだの適用されるモジュール部品の斜視図である。
【図６】モジュール部品を実装したマザー基板を示す斜視図である。
【図７】本発明のはんだの適用されるパワートランジスタの斜視図である。
【図８】パワートランジスタを実装したマザー基板を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　モジュール基板
　１１　接続端子
　１２　電子部品
　１３　はんだ材料
　１４、２５　マザー基板
　２０　パワートランジスタ
　２１　フラットリード
　２２　シリコンチップ
　２３　はんだ材料
　２４　樹脂パッケージ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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